
し
詳
し
く
み
て
み
ま
す
。

　

こ
の
調
査
に
よ
る
と
和

歌
山
県
内
に
あ
る
空
き
家

は
約
９
万
８
千
戸
弱
と

な
っ
て
い
ま
す
。
市
と
一

定
の
人
口
を
有
す
る
町
村

に
つ
い
て
は
自
治
体
ご
と

の
デ
ー
タ
も
公
開
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
和

歌
山
市
は
３
万
５
千
戸
、

海
南
市
は
５
千
戸
、
な
ど

と
な
っ
て
い
ま
す
（
右

表
）。

　

こ
の
デ
ー
タ
で
注
目
し

た
い
の
は
「
腐
朽
・
破
損

あ
り
の
空
き
家
」
の
戸
数

で
す
。
こ
の
調
査
で
は
、

①
外
壁
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

落
ち
て
い
る
、②
壁
や
基

礎
の
一
部
に
ヒ
ビ
が
入
っ

て
い
る
、③
瓦
が
一
部
外
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家
に
は
、
転
勤
や
入
院
な

ど
の
た
め
長
期
に
わ
た
っ

て
不
在
に
な
っ
て
い
る
住

宅
、
建
て
替
え
な
ど
の
た

め
取
り
壊
す
予
定
と
な
っ

て
い
る
住
宅
な
ど
を
含
ん

で
い
ま
す
。
今
回
の
調
査

で
は
「
そ
の
他
の
空
き
家
」

が
空
き
家
全
体
の
約
４
割

を
占
め
て
お
り
、
こ
の
割

合
も
調
査
の
た
び
に
増
加

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
増
加
し
て
い
る

「
そ
の
他
の
空
き
家
」
に

は
、
所
有
者
が
不
明
だ
っ

た
り
、
適
正
な
相
続
が
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
し

て
放
置
さ
れ
て
い
る
空
き

家
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る

と
み
ら
れ
、
各
地
で
大
き

な
懸
念
に
な
り
始
め
て
い

ま
す
。

和
歌
山
県
内
の空き

家
率

　

左
表
で
は
都
道
府
県
ご

と
の
総
住
宅
数
と
居
住
世

帯
数
、
空
き
家
率
を
ご
紹

介
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の

表
の
空
き
家
率
は
、
日
常

年
々
増
え
る
空
き
家

　

総
務
省
は
５
年
に
１
回

「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」

を
実
施
し
て
お
り
、
住
宅

の
建
築
時
期
や
所
有
者
、

広
さ
、
家
賃
な
ど
、
住
ま

い
に
関
す
る
様
々
な
統
計

を
と
り
ま
と
め
て
い
ま

す
。
昨
年
９
月
に
、
２
０

１
８
年
10
月
１
日
現
在
の

統
計
が
発
表
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
全
国

の
総
住
宅
数
は
６
２
４
０

万
戸
あ
ま
り
、
総
世
帯
数

は
５
４
０
０
万
世
帯
あ
ま

り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
総

住
宅
数
・
総
世
帯
数
と
も

年
々
増
加
し
て
お
り
、
１

世
帯
あ
た
り
１
・
16
戸
の

住
宅
が
あ
る
、
つ
ま
り
国

内
の
す
べ
て
の
世
帯
が
居

住
で
き
る
住
宅
が
あ
る
計

算
に
な
り
ま
す
。

　

総
住
宅
の
う
ち
、
空
き

家
と
な
っ
て
い
る
の
は
８

４
９
万
戸
で
全
国
の
空
き

家
率
は
13
・
６
％
と
な
っ

て
お
り
過
去
最
高
を
記
録

し
て
い
ま
す
。

　

統
計
上
「
空
き
家
」
は
、

賃
貸
用
の
住
宅
、
売
却
用

の
住
宅
、
別
荘
な
ど
一
時

的
に
居
住
す
る
住
宅
、
そ

の
他
の
空
き
家
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
そ
の
他
の
空
き

ますます増える全国の空き家…和歌山県はトップクラス
　総務省が実施した「平成 30 年住宅・土地統計調査」によると、2018 年 10 月 1 日時点の全国の空き家率は 13.6%。概ね住宅の 8 軒に 1 軒は空き家
という計算になります。都道府県別に見ると和歌山県の空き家率は 20.3% と全国 2 位で、別荘等として使われる家屋を除外した場合の空き家率は
18.8%と全国 1位の水準に達しました。

的
に
人
が
居
住
し
て
い
な

い
住
宅
の
総
合
計
を
ベ
ー

ス
に
算
出
し
て
い
ま
す
。

和
歌
山
県
は
20
・
３
％
で

山
梨
県
に
つ
い
で
全
国
２

位
の
高
さ
と
な
っ
て
お

り
、
県
内
の
住
宅
５
軒
に

１
軒
は
空
き
家
と
い
う
計

算
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
所
有
者
が
明
確

で
、
週
末
や
季
節
な
ど
に

よ
っ
て
人
が
滞
在
す
る
別

荘
や
、
深
夜
遅
く
な
っ
た

場
合
な
ど
一
時
的
に
寝
泊

ま
り
す
る
人
が
い
る
住
宅

な
ど
を
「
二
次
的
住
宅
」

と
よ
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

二
次
的
住
宅
を
除
外
し
た

場
合
の
空
き
家
率
は
和
歌

山
県
は
18
・
８
％
と
全
国

１
位
に
な
り
ま
す
。
５
年

前
の
調
査
よ
り
２
・
３
ポ

イ
ン
ト
上
昇
し
、
割
合
は

全
国
６
位
か
ら
１
位
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

和
歌
山
県
内
の

空
き
家
の
状
況

　

和
歌
山
県
内
の
空
き
家

の
状
況
に
つ
い
て
も
う
少

　2017 年に連載しました、SDGs「国連・持続可
能な開発目標を知ろう」の連載記事をバックナン
バー集としてまとめました。各種教材としてご活
用下さい。
　「わかつく」バックナンバー掲載ページ http://w
ww.wnc.jp/wakatsuku/ から PDF で入手できます。

S D
G を知ろう　バックナンバー集

国連・持続可能な開発目標
s

れ
て
い
る
、④
雨
ど
い
が

破
損
し
て
い
る
、⑤
ひ
さ

し
の
一
部
が
取
れ
て
い

る
、
な
ど
と
い
う
不
具
合

が
あ
る
建
物
を
「
腐
朽
・

破
損
あ
り
」
と
し
て
集
計

し
て
い
ま
す
。

　

和
歌
山
県
全
体
の
空
き

家
の
な
か
で
不
具
合
が
あ

る
の
は
全
体
の
約
３
割
の

約
２
万
９
千
戸
。
そ
の
他

本
紙
関
連
エ
リ
ア
で
情
報

が
公
開
さ
れ
て
い
る
自
治

体
を
み
ま
す
と
、
４
市
で

約
１
万
２
千
戸
の
空
き
家

が
「
腐
朽
・
破
損
あ
り
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
腐
朽
・
破
損

が
あ
る
空
き
家
が
適
正
な

管
理
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま

放
置
さ
れ
る
と
、
防
犯
・

防
災
面
の
リ
ス
ク
が
増
大

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
撤

去
等
に
か
か
る
社
会
的
コ

ス
ト
も
大
き
な
懸
念
材
料

に
な
り
ま
す
。

　

和
歌
山
市
で
は
空
き

家
・
空
き
店
舗
な
ど
を
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
、
新
し

い
使
途
で
活
用
す
る
動
き

が
活
発
に
な
っ
て
い
ま

す
。
空
き
家
・
空
き
店
舗

の
活
用
と
適
正
な
管
理
を

広
く
検
討
す
る
機
会
の
さ

ら
な
る
拡
大
が
待
た
れ
ま

す
。　
　
　
（
志
場
久
起
）

【参考】平成 30年住宅・土地統計調査結果
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/tyousake.html
（総務省統計局ウェブサイト）

全国の空き家率
の推移（％）

　NPO 法人には役員として理事 3 名以上、監事 1 名
以上を置かなければなりません。では、役員になるた
めに条件はあるのでしょうか。

★　　　　★　　　　★
　特定非営利活動促進法（NPO法）の第20条において、
NPO法人の役員の要件が定められています。
　まず、以下のうちいずれかに該当する人は NPO 法
人の役員になることができません。
　（1）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　（2）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった
日又はその執行を受けることがなくなった日から 2 年
を経過しない者
　（3）以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を
終わった日又はその執行を受けることがなくなった日
から 2年を経過しない者
　・特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
　・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第 16 回
NPOとは？⑯

の規定に違反した場合
　・刑法第 204 条［傷害］、第 206 条［現場助勢］、
第 208 条［暴行］、第 208 条の２［凶器準備集合及び
結集］、第 222 条［脅迫］、第 247 条［背任］の罪を
犯した場合
　・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
　（4）暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を
含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から
5年を経過しない者
　（5）設立の認証を取り消された特定非営利活動法人
の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日か
ら 2年を経過しない者
　（6）心身の故障のため職務を適正に執行することが
できない者として内閣府令で定めるもの　
　※内閣府令では「精神の機能の障害により役員の職
務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者」とされてい
ます。

★　　　★　　　★
　他の NPO 法人の役員との兼務や、既存の会社法人
等の役員との兼務も認められています。
　公務員、首長・議員なども NPO 法人の役員になる
ことができます。しかし、公務員の場合は法律で職務
専念義務があるため、公務員が NPO 法人の役員とし

て活動するのは原則として公務時間外であることが求
められます。また首長や議員が役員になっている場合、
首長や議員が属する自治体から事業を受託したり補助
金を受給したりといった行為は地方自治法に抵触する
可能性があります。

★　　　★　　　★
　これらとは別に、NPO 法第 21 条において「配偶者
や 3 親等以内の親族が役員総数の 1/3 を超えてはなら
ない」という規定があります。例えば理事 4 名、監事
1 名の NPO 法人であれば、自分以外の配偶者や 3 親
等以内の親族を役員に加えることはできません。いわ
ゆる「家族経営」ではなく、幅広い人々が参画できる
組織をめざすNPO法の理念が込められています。

★　　　★　　　★
　NPO 法人の役員になる際には、定款で定められた
方法で選任されたあと、役員への就任承諾と NPO 法
第 20 条・第 21 条に違反していない旨を誓約するこ
とを証した書類を作成し、住民票（外国人の場合は外
国人登録証明書）の写しを添付のうえ、所轄庁に届け
出る必要があります。代表権を有する理事の場合は法
務局での登記も合わせて必要になります。

★　　　★　　　★
　まれに、知人等から名前だけ貸してほしいという形
で役員に就任する事例が見受けられますが、役員は法

数（千戸）
空き家率
（％）

人運営に一定の責任を有することから、いわゆる「名
義貸し」のようなことは絶対に避けてください。
　軽い気持ちで他の NPO 法人の理事に就任していた
ものの、その NPO 法人が法人設立の認証取り消し処
分を受けることになったため、NPO 法第 20 条の規定
に抵触することとなり（前述の（5）に相当）、自身が
設立した NPO 法人の役員の身分を失いかけたという
事例もあります。
　また、その NPO 法人が「NPO 法」や法人登記につ
いて定めた「組合等登記令」に抵触した場合には理事
に対して過料事件処分が科せられる可能性もあります
（行政罰のため前科にはなりませんが、過料は経費処
理できないため、財政的な負担になります）。
　
［今回のまとめ］
　・NPO法人の役員になるには一定の条件がある
　・NPO 法人は家族経営ができない仕組みになって
いる
　・NPO 法人の役員に軽い気持ちで就任することは
避けるべき

次回「わかつく」は 5月 8日付の予定です


